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　今月は、岬中学校の岡田校長先生にお話をうかがいました。　
　先生は毎月 1 度、教頭先生と校区を巡回されていて、いつも大勢の
安全ボランティアの方々の見守り活動にふれるたび、地域の方々と触
れ合える時間をたくさん持つことができる岬の生徒達はとても幸せだ

こどもたちの安全を守る！
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間もない日本で、創始者の宗道
臣（開祖）が、「平和で豊かな社会づくりに役
立つ人間を育てたい」という志のもとに創り出
した人づくりの道です。人間関係の希薄化や価
値観の多様化、そして凶悪な犯罪の増加など、
さまざまな社会問題が深刻化している現在、人
間が人間らしい生き方をするためには、“ 自分へ
の自信 ” と “ 他人への思いやり ” が重要なキーワ
ードではないでしょうか。
　日々の修練では、お互いが協力しあって仲間
と共に強くなり、お互いが “ 出来るようになる ”
ことを目指しています。他には、毎年５月には「開
祖デー」と称して社会貢献活動をしたり、８月
には夏季合宿などのイベントも実施しています。
▼練習日時・場所
　月・水　19：00 ～ 21：00　町民体育館
　　木　　19：00 ～ 21：00　淡輪小学校体育館
▼連絡・問合せ　川口　吉夫　☎ 471 － 6279

少林寺拳法連盟

★学校安全ボランティアは随時募集しています。くわしくはお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼登録・問合せ　生涯学習課　☎ 492 － 2715

寄贈ありがとうございました
�y 岩井　節様（茨木市在住）から、障がい者、高
齢者の介護のため、車いすで乗車ができる軽四自
動車を寄贈いただきました。ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　高齢福祉課
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　４月から案内係員（フロアマネージャー）
による窓口サポートが始まりました。高齢者
の方や歩行が困難な方も安心して手続きがで
きるようになりました。
　また、役場１階フロアにサポートデスクを
設置していますので、手続き先の窓口など、
わからないことがあればフロアマネージャー
にご相談ください。　
　　　　　　　　　　　　　▼企画政策課

と感じるそうです。
　見守り活動は、子ども達の安全を守るため始まりましたが、ボランティ
アのみなさんは、子ども達の成長を見ることも楽しみの一つだとおっしゃ
っているそうです。また、普段から地域の方々の目が子ども達に注がれる
ことで非行防止にも役立っています。
　校長室の入り口には、「ドアが開いてるときはウェルカムです」の貼り

紙があります。校長先生ご自身も「地域の力で子どもを育てる」ため、もっと開かれた学校として地域
と関わっていきたい、とのことでした。
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健 ス ケ ジ ュ ー ル康

事業名 対象・定員等 日時・受付 その他

ＢＣＧ 生後３か月～６か月未満 ５月 25 日
午後１時 30 分～２時

●特定検診・各種がん検
診の実施場所
５月 18 日・21 日
　　　　淡輪町民体育館
５月 20 日
　　　　保健センター
●大腸がん検診・肝炎ウ
イルス検査以外は予約が
必要です。
●特定健診・各種がん検
診については有料ですが、
生活保護世帯、もしくは
70 歳以上の方は無料に
なります。くわしくはお
問い合わせください。
●「保健師健康相談」、「乳
幼児健康相談」等は「各
種相談」のページ（15
Ｐ ) に掲載しています。
●毎月 10 日までの健康
スケジュールは前月号に
掲載しています。くわし
くは「平成 22 年度健康
づくり日程表」でお知ら
せしていますので、1 年
間大切に保管して健康づ
くりにお役立てください。

日本脳炎（Ⅰ期） ３歳～７歳６か月未満 ５月 19 日、26 日
午後１時～２時 15 分

男性元気でまっせ
体操講習会

「元気でまっせ体操」を地域で
普及していただける方（男性
優先）（要予約：定員 20 名）

５月 20 日
午前 10 時～ 11 時 30 分

食生活改善教室
高血圧・脂質異常・糖尿病等
で食生活改善が必要な方

（要予約：定員 15 名）

５月 14 日
午後１時～３時　

メタボ解消！
体操教室

ＢＭＩが 25 以上または腹囲
男性 85、女性 90㎝以上の方

（要予約：定員 15 名）
６月７日
午後１時～３時

介護予防手芸教室 65歳以上の方（要予約：定員15名）
※参加費：１回300円

６月７日
午後 1 時～

元気はつらつ教室
65 歳以上で日常生活に少し不
安をお持ちの方※介護認定者
を除く（要予約：定員 10 名）

５月11日・18日、
６月１日
午後１時～３時

特定健診
国保若年特別健診
後期高齢者健診

肝炎ウイルス検査
介護予防健診

結核肺がん検診

●特定健診
　国保加入者で 40 歳から 74
歳の方、または満 40 歳以上
の生活保護世帯の方
●国保若年特別健診
　Ｓ 46. ４. １以降に生まれた
方で満 15 歳以上の国保加入者
●後期高齢者健診
　後期高齢者医療の対象者
●肝炎ウイルス検査
　満 40 歳以上（初回に限る）
●介護予防健診
　満 65 歳以上（介護認定者
を除く）
●結核肺がん検診
　満 40 歳以上

５月 20 日、21 日
　午前９時30分～正午

胃がん検診 満 40 歳以上 ５月 18 日
午前９時 30 分～ 11 時

大腸がん検診 満 40 歳以上

５月 18 日
午前９時 30 分～ 11 時
５月 20 日、21 日
午前９時 30 分～正午

乳がん検診 満 40 歳以上（２年に１回）
５月 21 日
午前９時30分～正午、
午後１時 30 分～３時

子宮がん検診 満 20 歳以上 ５月 21 日
午後１時 30 分～３時

歯科健診 満 15 歳以上 ５月 21 日
午前９時 30 分～正午
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　岬町は、４月１日付で行政の組織体系を見直しました。特命対策課を設け、行政改革や収納対策、企業
誘致に積極的に取り組みます。また、住民部と福祉部を統合し住民福祉部、事業部と上下水道部を統合し
て都市整備部とし、住民サービスに関するそれぞれの関係部門が効率的に調整できるように組織を簡素化
し住民サービスの向上を図ります。名称の変更などでご不便をおかけするかと思いますが、ご理解とご協
力をお願いします。

役場の行政組織を見直しました！

町長

特命対策課
行政改革担当 492 － 2728
収納対策担当 492 － 2737
企業誘致担当 492 － 2730

副 町 長

（不在）

総務部

総務課
総務管理係

492 － 2721
法制文書係

財政課 財政係 492 － 2780

税務課
課税係

492 － 2752
492 － 2757

納税係 492 － 2765
危機管理課 危機管理自治係 492 － 2759

企画部

秘書人事課
秘書係

492 － 2769
人事係

企画政策課
企画調整係

492 － 2775
広報情報係

人権推進課
人権推進係 492 － 2773
文化センター 492 － 0304
青少年センター 492 － 0321

住民

福祉部

住民生活課
住民係 492 － 2713
生活環境係 492 － 2714

保険年金課 保険年金係 492 － 2705

地域福祉課
福祉係 492 － 2700
健康ふれあいセンター 495 － 0003
保健センター 492 － 2424

高齢福祉課
高齢福祉係 492 － 2716
介護保険係 492 － 2703
淡輪老人福祉センター 494 － 1750

子育て支援課

子育て支援係 492 － 2709
子育て支援センター 492 － 1350
深日保育所 492 － 4955
淡輪保育所 494 － 3567
こぐま園 492 － 1131

都市

整備部

事業課
土木係 492 － 2744

開発建築係
492 － 2736
492 － 2746

産業振興課 産業振興係 492 － 2749
二国推進課 二国推進係 492 － 2751

上下水道課
総務係 492 － 4140
事業係 492 － 2026

会計室 会計課 会計係 492 － 2784

▼秘書人事課　☎ 492 － 2769

教
育
委
員
会

教
育
長

教
育
委
員
会
事
務
局

学校教育課

学校教育係 492 － 2719
岬中学校 492 － 2104
多奈川小学校 495 － 5028
深日小学校 492 － 2051
淡輪小学校 494 － 3068
淡輪幼稚園 494 － 3001
学校給食共同調理場 495 － 5005

指導課 492 － 2719

生涯学習課
生涯学習係 492 － 2715
淡輪公民館 494 － 0300
アップル館 492 － 6050

議会議長 議会事務局 議会係 492 － 2785

回覧の様式が変わります
　毎月１日、15 日にお配りしている回覧のう
ち、役場が発行する分の回覧について、もっ
と手軽にご覧いただけるよう様式を変更します。
▼様式

（旧）A４用紙１枚→（新）A3用紙２つ折り

　　　　　　　　→

▼変更実施時期（予定）
　平成 22 年７月実施分～
▼問合せ
　　企画政策課　広報情報係
　　　　　　　　　　☎ 492 － 2775
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その他人　　権

◆「人権擁護委員の日」
　の行事について
　全国人権擁護委員連合会は、
1949（昭和 24）年６月１日に
人権擁護委員法が施行されたの
を記念して、毎年６月１日を「人
権擁護委員の日」と定め、法務
大臣から委嘱された人権擁護委
員は、基本的人権尊重が社会生
活において実現されるよう、さ
まざまな活動を行っています。
　この活動の一環として、岬町
においても、次のとおり岬町人
権擁護委員による特設人権相談
所を開設します。相談は無料で
秘密は守られますので、お気軽
にご相談ください。

【特設人権相談所】
▼日時　６月１日（火）
　　　　午前 10 時～午後４時
▼場所
　役場　住民活動センター
▼問合せ　人権推進課
　　　　　　☎ 492 － 2773

◆国民健康保険からの
　お知らせ
　平成 22 年４月から倒産・解
雇などにより離職された方の国
民健康保険料が軽減されます｡
　なお、軽減を受けるには届出
が必要です｡ 　
▼対象
　離職の日から翌年度末までの
期間に、倒産や解雇等により離
職し、雇用保険の特定受給資格
者もしくは特定理由離職者とし
て失業等給付を受ける方です｡
▼軽減額
　国民健康保険料は、前年の所
得などにより算定されます｡
　そのうち、前年の給与所得を
30/100 とみなして算定します｡
▼軽減期間
　離職の日から翌年度末まで　
▼制度が始まる前までの失業に
ついて
　制度が始まる１年前（平成
21 年３月 31 日以降）に離職さ
れた方は、平成 22 年度に限り
軽減の対象となります｡ただし、
平成 21 年度の保険料は対象と

◆大阪労働局からのお知
　らせ
　次世代育成支援対策推進法に
おいて、企業は「一般事業主行
動計画」を策定することとなっ
ており、事業主は一般事業主行
動計画を策定し、その旨を都道
府県労働局に届け出ることとさ
れています。（従業員 301 人以
上の企業は義務、300 人以下は
努力義務）
　この次世代育成支援対策推進
法が、平成 21 年４月１日より
改正されていますが、平成 23
年４月１日以降は従業員数 101
人以上の企業に一般事業主行動
計画の策定・届出の義務が拡大
されます。
▼問合せ　大阪労働局雇用均等室
　〒 540 － 8527
　大阪市中央区大手前４丁目１
番 67 号　大阪合同庁舎第２号館
　☎　 06 － 6941 － 8940
　FAX 06 － 6946 － 6465
　HP : http://osaka-rodo.go.jp/

なりません。
▼届出に必要なもの
　雇用保険受給資格者証
▼問合せ　保険年金課
　　　　　　☎ 492 － 2705

　国勢調査は 5 年に一度、日本国内に住むすべての人・世帯を調査する大規模な調
査です。また、今回の国勢調査は、我が国が初めて直面する人口減少社会において、
国と地域の今後の方向性を正しく導く羅針盤の役目を果たす大規模な調査です。

平成 22 年国勢調査　国勢調査員を募集しています！

　国勢調査員の身分は、総務大臣に任命される非常勤の国家公務員で、任命期間は９月１日から 10
月末です。
　国勢調査を正確に実施するためには、たくさんの調査員の支援が必要です。国勢調査のため御協力
ください。
▼応募・問合せ
　　平成 22 年国勢調査岬町実施本部（岬町役場　企画部　企画政策課）☎ 492 － 2775
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▼支給対象となる子ども
○中学校修了までの子ども（満 15 歳以後の最初
の 3 月 31 日までの間にある子ども）
※所得制限はありません。
▼受給資格のある方
　中学校修了までの子どもを養育している父また
は母。父母に養育されていない子どもについては、
子どもを監護し、かつ、生計を維持する方
▼支給額
　子ども１人につき、月額13,000円（平成22年度）
▼支給時期
　６月、10 月、２月の年３回
　※前月分までの手当を支給します。
▼支給を受けるための手続き等
◎児童手当を受給されていなかった方
　児童手当を受給されていなかった方で、中学修
了前までの子どもを養育されている方は申請（認
定請求）が必要です。
＜申請に必要なもの＞
　○申請者（受給資格者）の健康保険証の写し（岬
　町の国民健康保険に加入している方は不要です。）
　※申請者本人の保険証が必要です。
　○申請者名義の振込先のわかるもの（銀行口座
　の写し等）
　○印鑑（スタンプ式でないもの）

　次代の社会を担う子どもの健やかな成長を社会全体で応援するため、
「子ども手当」が支給されます。

　○その他、必要に応じて提出する書類があります。
◎児童手当を受給されていた方
　今年の３月まで児童手当を受給されていた方は、
そのまま「子ども手当」に移行しますので手続きは
不要です。ただし、新たに対象となる子ども（中学
２年生・中学３年生）がいる場合には申請（額改定
認定請求）が必要です。
＜申請に必要なもの＞　印鑑（スタンプ式でないもの）
◎公務員の方
　公務員の方は勤務先での手続きとなりますので、
勤務先にご確認ください。
▼注意事項
　申請期限は９月 30 日です。期限内に受付けたも
のに限り特例的に４月分までさかのぼって支給され
ますが、申請期限を過ぎたり、４月１日以降、転入
や出生などで新たに支給要件に該当した場合は申請
月の翌月分からの支給となりますのでご注意くださ
い。（すでに手続き済みの場合はあらためて手続き
は不要です。）
▼集中受付期間　５月 14 日まで（この期間に申請
された方は６月 10 日に振込予定です。）
４月１日以降、離婚等により受給者が変更となる場
合や子どもの状況に変化が生じた場合も届出が必要
です。
▼申請・問合せ　子育て支援課　☎ 492 － 2709

「子ども手当」が

　　　　４月からはじまりました！

「子ども手当」が

　　　　４月からはじまりました！

「子ども手当」が

　　　　４月からはじまりました！

▼問合せ　保健センター
　　　　　　☎492－2424

ほのぼのクラブほのぼのクラブほのぼのクラブ ＩＮ　保健センター

　▼とき　５月 19 日（水）午前 10 時～正午
　　　　　○絵本とおはなしを楽しむ会　10 時 30 分～
　　　　　６月２日（水）
　　　　　※フリースペースとして保健センターを開放します。
　▼対象　１歳までの赤ちゃんと保護者
ＩＮ　望海坂第一集会所
　▼とき　６月９日（水）午前 10 時～ 11 時 30 分　
　※４月から、望海坂第一集会所での開催分については、参加費と
して 300 円／年をいただくことになりました。
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税

人 の 動 き
世帯数　  ７，８６４   （   １５）
人　口　１８，２１９人（－２７）
男　　　 ８，５７８人（－２６）
女　　　 ９，６４１人（ー　１）平成 22 年４月１日現在

◆大阪府からのお知らせ
　自動車税の納期限は５月 31
日（月）です。納税通知書に記
載の金融機関、ゆうちょ銀行又
は郵便局、コンビニエンススト
アで納期限までにお納めくださ
い。
▼問合せ
　自動車税コールセンター
　ふぜいコール
　　☎ 0570 － 020156

年　　金
◆「ねんきん定期便」を
　お届けします
　これまでの年金加入期間やこ
れまでの加入実績に応じた年金
額など、年金に関する情報を定
期的にご確認いただく「ねんき
ん定期便」を、被保険者お一人
お一人に対してお送りしますの
で、加入記録に誤りがないかご
確認ください。
▼問合せ　貝塚年金事務所　　
　　　　　　　☎ 431 － 1122

◆ご存知ですか？国民年
　金（第１号）被保険者
　への独自給付
●付加年金
　定額保険料のほかに、付加保
険料を上乗せして納めると、老

齢基礎年金に加算されます。ご
希望の方は、年金手帳と印鑑を
ご持参のうえ、保険年金課まで
お越しください。
▼付加保険料　月額 400 円　
▼加算額　年額＝ 200 円×付
加保険料を納めた月数
●独自の遺族給付
◎寡婦年金
   夫が亡くなったときに､ 次の
４つの要件をすべて満たす妻
が、夫が受けられたであろう老
齢基礎年金の４分の３の額を、
60 歳～ 65 歳になるまでの間支
給されます｡
○婚姻期間 ( 内縁関係含む ) が
10 年以上継続していた｡
○夫によって生計を維持されて
いた｡

平成 22 年度の納付月のお知らせ
　平成 22 年度の税目別納付期限は次のとおりです。また、５月は
固定資産税の第１期分及び軽自動車税の納付月です。納付期限まで
に、お近くの金融機関でお納めください。口座振替（又は郵便自動
払込）をご利用の方は、預貯金残高をお確かめください。

　　 全期 第 1 期 第２期 第３期 第４期

固定資産税 ５月 31 日 ５月 31 日 ８月２日 ９月 30 日 11 月 30 日

町 府 民 税 ６月 30 日 ６月 30 日 ８月 31 日 11 月１日 12 月 27 日

軽自動車税 ５月 31 日

　　  期別
  税目

◆コンビニでも納税できます！

　全国の主なコンビニエンスストアで町税の納付ができます。
　利用をご希望の方は、コンビニ専用の納付書を送付しますので、
納税通知書到着後（軽自動車・固定資産税は５月初め、町府民税は
６月初め）、税務課納税係までご連絡ください。
　　　　　　　　　　▼問合せ　税務課　納税係　☎ 492 － 2765

○夫が死亡した月の前月までに､
夫が国民年金（第１号）被保険
者として保険料を納めた期間と
保険料を免除された期間を合算
して 25 年以上ある｡
○夫が老齢基礎年金や障害基礎
年金を受けたことがない｡
◎死亡一時金
　国民年金 ( 第１号 ) 被保険者
として保険料を 36 ヶ月以上納
めた人が、老齢基礎年金または
障害基礎年金のいずれの年金も
受けずに死亡した場合、生計を
同じくしていた配偶者・子など
の遺族に、12 万円～ 32 万円の
間で、保険料を納めた期間に応
じた額が支給されます。
　ただし、その遺族自身が遺族
基礎年金を受けられるときは支
給されません。
▼問合せ
　貝塚年金事務所
　　　　　　☎ 431 － 1122
　保険年金課
　　　　　　☎ 492 － 2705
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※くわしくはお問い合わせください。各 種 相 談各 種 相 談各 種 相 談
相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

◆法律相談（予約制） ５月 12 日（水）・26 日（水）
午後２時〜５時（定員６名）

住民活動センター
企画政策課☎ 492 − 2775

◆行政相談 ５月１8 日（火）
午前 10 時〜正午

役場相談室
企画政策課☎ 492 − 2775

◆障害者相談

■役場相談室（要予約）
　５月21日（金）午後１時30分〜３時
■「まつのき園」相談室
　平日８時 45 分〜 17 時
※来所・訪問・電話・ＦＡＸ・メー
ル等で対応。なお、緊急の電話対応は、
相談員が 24 時間対応。
■「まつのき園」 出張相談（要予約）
　５月 26 日（水）午後１時〜４時

■役場相談室
　地域福祉課　☎ 492 − 2700
■「まつのき園」相談室
　☎ 471 − 6863 ／ FAX471 − 6868
　メールアドレス
　　satsuki-matsunoki@car.ocn.ne.jp
■「まつのき園」 出張相談
　役場相談室
　地域福祉課　☎ 492 − 2700

◆介護相談

■岬町地域包括支援センター
　土日祝日以外
　午前９時〜午後５時 30 分
■在宅介護支援センター淡輪園
　年中無休・24 時間体制

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 − 2716

■在宅介護支援センター淡輪園
　☎ 494 − 0789

◆進路選択支援相談 月〜金曜日（祝日は除く）
午前９時〜午後５時 30 分

学校教育課☎ 492 − 2719

◆教育相談 ５月７日（金）・21 日（金）
午後１時 30 分〜３時

指導課☎ 492 − 2719
※なお、就学相談は随時受付

◆消費者相談 ５月 14 日（金）
午後１時〜４時

監査委員室
産業振興課☎ 492 − 2749

◆人権相談

■岬町住民活動センター
　５月 18 日（火）
　午後１時 30 分〜３時
■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　月・火・木曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時
■岬町人権協会淡輪事務所
　（淡輪地域協議会）
　水・金曜日（祝日は除く）の午前
９時〜午後５時

■岬町住民活動センター
　人権推進課　☎ 492 − 2773

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　　☎ 492 − 3270

■岬町人権協会淡輪事務所
　（淡輪地域協議会）
　　☎ 494 − 1508

◆総合生活相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時

文化センター☎ 492 − 0304

◆地域就労支援相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時

地域就労支援センター　☎ 492 − 0341

◆障害者就労・生活相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時

NPO 法人障害者自立支援センター
　☎ 463 − 7867 ／ FAX463 − 7890

◆保健師健康相談 ５月 24 日（月）・６月７日（月）
午後１時〜２時

岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆乳幼児育児相談 ６月７日（月）
午前 10 時〜正午

岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆育児相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前 10 時〜午後４時 30 分

子育て支援センター　☎ 492 － 1350

◆療育相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前 10 時〜午後４時 30 分

こぐま園　☎ 492 － 1131

◆相続・遺言相談（予約制）
５月 18 日 ( 火）　午後１時～４時
※行政書士による相談を行います。

岬町立保健センター　
企画政策課　☎ 492 － 2775
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　写真を楽しんでみませんか？
　カメラを持ってあちらこちらと散策する楽しみ、自慢の一枚を額に
入れ、家に飾る楽しみ、自慢の１枚を写真コンテストに応募し、腕試
しをする楽しみなど、写真の楽しみ方はいろいろです。
　でも、むやみに撮っても自慢の一枚はそう撮れません。写真同好会では毎月撮った写真を持ち寄り、それ

写真に親しむ楽しみ みさき写真同好会

▼例会　毎月第３土曜日　午後７時～　淡輪公民館
▼その他の活動
　作品展と岬町文化祭に出品、撮影会（随時）等
▼問合せ
　みさき写真同好会　松本　☎ 492 － 1657

ぞれの良いところ、悪いところを話し合い、作品づくりを楽しん
でいます。
　「フォトセラピー」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
　これは「写真を楽しみながら心や体を元気にしよう」というも
ので、撮るために歩いて体を動かすことで免疫機能を活性化し、
シャッターを切るのに頭脳を働かせることで、ストレスを軽くす
るなどの効果があるそうです。あなたも「自慢の一枚」を自分の
手で作る楽しみを体験しませんか。

平成22年度　みさき写真同好会
作　品　展作　品　展作　品　展作　品　展作　品　展

たくさんのご来場お待ちしています！

▼とき　５月 26日～ 30日　午前 10時～午後５時

▼ところ　岬町健康ふれあいセンター（ピアッツァ５）

『ビーチバレークリニック』参加者募集！
　せんなん里海公園でビーチバレーを楽しみませんか？

　５、６、７、９、10 月の年 5 回、ビーチバレーの講習会を行います。ビーチバレーチーム「ＢＴＯＣ」

が優しくビーチバレーのテクニックと楽しさをお伝えします。

▼日時　５月9日（日）12時～14時（※受付11時45分～）

▼集合場所　せんなん里海公園「潮騒ビバレー」前

▼定員　30 名（中学生以上）※先着順

▼参加費　無料

▼持ち物

　運動のできる服装、タオル、水筒等

▼申込　氏名、住所、電話番号（複数

人参加の場合は全員分）を記載の上、ＦＡＸにてお申し込みください。

●申込・問合せ　せんなん里海公園管理事務所

　　　　☎　　494 － 2626（受付時間：午前 9 時～午後 5 時）

　　　　FAX　494 － 2688


